
■　�「建築物のバリアフリー基準の見直し方針」が作成されました
　～建築物の更なるバリアフリー化の推進に向けて～

全日本駐車協会事務局

国土交通省より、バリアフリー法に定めた建築物における車椅子使用者用便房、車椅子使用
者用駐車施設、車椅子使用者用客席の設置数に関する基準の見直し方針を作成したので、協会
会員に周知するよう要請がありました。今後、見直し方針に基づきバリアフリー法施行令等の
改正が行われるなど、建築物である駐車施設や建築物に付随する駐車施設に関係する内容にな
りますので、ご確認ください。



建築物のバリアフリー基準の見直し方針
「車椅子使用者用駐車施設の設置数に係る基準の見直し方針」のみ抜粋

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

建築物のバリアフリー基準の見直し方針

建築物のバリアフリー基準の見直しに関する検討ＷＧ報告

（令和６年３月２９日）

・ 200台以下の場合、２％以上を設ける。
・ 201台以上の場合、１％＋２台以上を設ける。

車椅子使用者用駐車施設の設置数に係る基準の見直し方針

4

義務基準

バリアフリー法の政令改正により、車椅子使用者用駐車施設の設置数について、駐車台数に対する割合で定めるよう

見直しを行う。

誘導基準

・ １台以上を設ける。

・ ２％以上を設ける。
・ 200台以下の場合、２％以上を設ける。
・ 201台以上の場合、１％＋２台以上を設ける。
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